
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第

二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
及
び
第
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
の
指
定
）

第
一
条
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
計
画
作
成
都

道
府
県
等
の
委
託
を
受
け
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
認
定
支
援
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
認
定
支
援
事
務
の
運
営
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
認
定
支
援
事
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

三
　
当
該
申
請
を
し
た
法
人
が
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
。

四
　
当
該
申
請
を
し
た
法
人
の
役
員
の
う
ち
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
二
条
　
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
、
又
は
認
定
支
援
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
三
条
　
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
認
定
支
援
事
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
に
対
し
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
四
条
　
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
指
定
認
定
事
務
支
援
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
五
条
の
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

二
　
第
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
　
第
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

五
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。

（
公
示
）

第
五
条
　
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
指
定
を
し
た
と
き
。

二
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
の
変
更
及
び
認
定
支
援
事
務
の
休
止
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き
。

三
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験
の
受
験
手
数
料
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
受
験
手
数
料
の
額
は
、
九
千
四
百
円
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
証
の
再
交
付
等
手
数
料
）

第
七
条
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
二
千
三
百
円
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
手
数
料
）

第
八
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
四
千
二
百
五
十
円
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
に
係
る
登
録
講
習
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
九
条
　
法
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
（
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
講
習
手
数
料
）

第
十
条
　
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
万
三
千
五
百
円
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
更
新
登
録
手
数
料
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

（
管
理
業
務
主
任
者
試
験
の
受
験
手
数
料
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
受
験
手
数
料
の
額
は
、
八
千
九
百
円
と
す
る
。

（
管
理
業
務
主
任
者
の
講
習
手
数
料
）

第
十
三
条
　
法
第
六
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
五
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
六
千
七
百
円
と
す
る
。

（
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
等
の
手
数
料
）

第
十
四
条
　
法
第
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一
　
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
四
千
二
百
五
十
円

二
　
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
、
有
効
期
間
の
更
新
、
再
交
付
又
は
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
二
千
三
百
円

（
法
第
七
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
等
に
関
す
る
手
続
等
）

第
十
五
条
　
法
第
七
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
承
諾
に
係
る
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等

又
は
当
該
管
理
組
合
の
管
理
者
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
相
手
方
」
と
い
う
。
）
に
対
し
電
磁
的
方
法
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供
に
用
い
る

電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
書

面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
か
ら
書
面
等
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
相
手
方
か
ら
再
び
同
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
係
る
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
係
る
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
と
み
な
さ
れ
る
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
）

第
十
六
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
者
と
み
な
さ
れ
る
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関

二
　
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
引
き
続
き
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
ん
で
い
る
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第
四
九
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
四
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
三
日
政
令
第
二
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
四
日
政
令
第
二
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
二
七
日
政
令
第
二
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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